
＜神栖市社協の自主事業＞

・ボランティアに関する相談件数 2,358件

・ボランティア登録者への支援 登録者総数2,012名

・住民参加型在宅福祉サービス「うぃるかみす」の運営

協力会員 30名、利用会員 46名、活動件数 574件

・地域ネットワーク勉強会の開催 10回開催、

延べ487名参加。本紙右側にご案内を掲載しています。

・福祉教育出前講座の実施

市内小中学校を中心に延べ1,851名参加

・高校生の進路アシストカレッジの開催 高校生17名が参加

(令和２年度は開催中止となりました)

～わたしたちでつくる やさしいまち～
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■かみす社協ニュースは皆様から寄せられた会費を使用して発行しています

創業1932年

幸武ホーム

神栖市社協の令和元年度事業報告･決算が確定しました｡事業報告・決算等の詳細は、神栖市社協ホームページ

( )でご覧になれます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

○会費収入 …………………………………………14,098千円

神栖市の各世帯、団体、法人の皆さまからの会費収入です｡

元年度は10,838世帯、7団体、129法人のご協力がありました。

○寄付金収入 ……………………………………… 2,301千円

市民の皆様から寄せられた災害義援金や社協募金箱への

募金、社協活動への寄付金です。

○経常経費補助金収入 ……………………………90,070千円

神栖市から交付される助成金、茨城県共同募金会からの事

業助成金です。

○受託金収入 ………………………………………31,010千円

○事業収入 …………………………………………38,127千円

主に本会専門職派遣による収入です。

○障害福祉サービス等事業収入……………………1,902千円

障害者計画相談支援事業による収入です。

○その他の収入………………………………………1,006千円

○積立金の取り崩し ……………………………… 20,500千円

○平成30年度からの繰越金 …………………………2,210千円

○ ………………………………………………………………………………… 総額138,205千円

・福祉後見サポートセンターかみすの運営 相談件数1,087件

・こころの相談室 相談件数152件

・ひきこもり家族相談 相談件数78件

ひきこもりに悩んでいる家族からの相談に応じます。ご

本人の状況によっては、より適した相談先を情報提供し

ます。要予約。７月は１０日(金)に開催します。

・精神保健デイケアの運営(一部を市から受託)
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・交流サロンの運営 延べ利用者1,650名

＜神栖市受託事業＞

〇 ………･ 12,160千円

相談件数396件

○ … 4,416千円

240名、利用会員860名、活動件数1,633件

○ ………… 6,263千円

相談件数1,788件

○ … 3,117千円

相談件数657件 ※元年度をもって受託終了

整形外科・内 科
精神科・心療内科

もの忘れ・認知症外来・児童精神

認知症リハビリテーション

各種メンタルケアのご相談

社協にお越しになる皆さまへのお願い

「いつかは聞きたい！」が身近に気軽に聞ける勉強会

令和2年7月30日(木)

高次脳機能障害を抱える方への支援 ～事例を通して症状と関わり方を学ぼう～

第265回 地域ネットワーク勉強会のお知らせ

高次脳機能障害は、病気や事故などにより脳が部分的に損傷を受け、言語・思考・記憶など

の機能が低下している状態です。具体的な症状には、曜日や日付がわからない、集中力が持続

しない、目標を達成するための段取りを立てられない、感情のコントロールができず興奮しや

すいなどがあります。本人は症状の自覚が難しく、外見では障害が分かりにくいため、本人が

安心して生活を送るためには、支援者や家族など周囲の人たちの理解が大切です。　　　　　　　　　　　　

今回の勉強会では、本人や家族、関係機関の相談支援やネットワークづくりなど包括的な取り組みを行って

いる茨城県高次脳機能障害支援センターから、高次脳機能障害の症状や関わり方のポイントとあわせて、セン

ターの相談支援体制について事例を交えてお話いただきます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

高次脳機能障害の正しい理解が広まるよう、障害福祉サービスや介護保険サービス事業所スタッフ、医療機

関の相談員、当事者やその家族の方など、皆さまの参加をお待ちしております。　　　　　　　　　　　　　

神栖市社会福祉協議会は緊急事態宣言の解除後も、以下の新型コロナウィルス感染症対策を行っており

ます。市民の皆さまにおかれましても、、感染予防・拡散防止にご協力をいただきますよう何卒よろしく

お願い申し上げます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

＜お客様へのお願い＞

①マスクの着用をお願いいたします

②検温にご協力ください（37.5℃以上だった場合、相談や事業への参加はご遠慮ください）

③職員や他の来所者との間隔は２ｍ(最低１ｍ)開けてください

④入退室の際の手指のアルコール消毒にご協力ください

＜社協の取り組み＞

①職員のマスク着用、勤務前の検温、手指の消毒、応対時の一定距離確保を行います

②座席をひとつ以上空ける、椅子の配置を工夫するなど、十分な社会的距離を確保します

③消毒液を設置し、使用する机や椅子、施設内の物品等の消毒を行います

④来所者及び利用者のマスク着用と手指消毒の協力を呼びかけます

⑤定期的な室内の換気を行います

＜障害者総合支援事業に基づく事業＞

○ ………… 1,912千円

計画作成 47件、モニタリング 95件

＜労働者派遣事業＞

○ … 35,027千円

○ ……………………… １２４千円

※「保健福祉会館における感染防止対策ガイドライン」により会場を利

用できる人数に制限がありますので、参加希望の方は必ず事前に

予約をお願いいたします。



【貸付上限額】・２人以上世帯 月20万円
・単身世帯 月15万円

【貸付期間】　　原則３ヶ月以内

・詳細を神栖市社協ホームページ(http://www.kamisushakyo.com)でご覧になれます。

・感染症拡大防止のため、申請書類は郵送での受付となります。記入方法がわからないなど、窓口での申請を

希望される場合は、必ず予約の連絡をお願いします(対応は9時～16時、土･日･祝日を除く)。

■問合せ･申請窓口：神栖市社協 神栖本所(溝口1746-1 保健・福祉会館２階) 電話 0299-93-0294

●緊急小口資金（無利子・20万円以内） ●総合支援資金（無利子・月額20万円以内）

■対 象 者： により

収入が減少した世帯

■対 象 者： により

収入の減少や失業等された世帯

※次のいずれかに該当… (非該当…上限10万円)
・世帯員が４人以上いる
（世帯員の中に）　　　　　　　　　　　　　
・新型コロナウイルス感染症の罹患者(疑い含む)等がいる
・要介護者がいる ・個人事業主がいる
・子の世話を行う必要が生じた労働者がいる
・10万円以上の資金需要がある

新型コロナウイルス感染症の影響により収入減少、失業された方へ

「生活福祉資金の特例貸付」「住宅確保給付金」のご案内

①生活福祉資金の特例貸付

茨城県社会福祉協議会では、新型コロナウィルス感染症の影響による休業等によって収入の減少のあった世

帯、失業等された世帯を対象に、当座の生活費を貸し付ける生活福祉資金の特例貸付事業を行っています。　　

神栖市社会福祉協議会は、相談・受付の窓口として茨城県社会福祉協議会への書類の取り次ぎをします。　　

※審査によりご希望に添え

ない場合もあります。

申請受付

審査･決定

＜生活福祉資金の申請

から決定までの流れ＞

②住居確保給付金

神栖市社会福祉協議会は、神栖市から生活困窮者自立支援事業を受託し、経済的に困窮し生活を維持すること

ができなくなる方の支援をしています。住居確保給付金は、離職・廃業から２年以内または休業等により収入が

減少し離職等と同程度の状況にある方へ、一定期間(原則３か月)家賃相当額(単身世帯上限34,000円～5人世帯

上限44,000円)を支給(神栖市から不動産業者などの口座へ直接振込)すると同時に、神栖市社協(自立相談支援

機関)による就労支援等を実施し、住居および就労機会の確保に向けて支援します。　　　　　　　　　　　　

※最終審査は神栖市福祉事務所が行います。

★主な給付要件チェックリスト

離職・廃業した日から２年以内、またはやむを得ない休業等により、収入を得る機会が減少していますか？　　　　　　　　　　　

世帯全体の月の収入と金融資産が右記の金額以下ですか？
(神栖市の場合)

収入基準額（月額） 112,000円 156,000円 184,000円

単身世帯 ２人世帯 ３人世帯

項 目 チェック欄

金融資産（上限） 468,000円 690,000円 834,000円

※給与収入の場合、社会保険料等が天引きされる前の事業

主が支給する総支給額（交通費支給額は除く）となります。

世帯にお子さんがいる場合は、児童手当、児童扶養手当も

世帯収入に含まれます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

上記の状態になる前に世帯生計を主として維持していましたか？

税理士法人
タックス･イバラキ
＜栗林会計事務所＞

神栖法律事務所

神栖法律事務所
茨城県弁護士会所属

弁護士安重 洋介

弁護士宇都宮 諒
〒 神栖市神栖 号

☎
http://www.kamisu-law.com/
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開催！7月のわくわくサロン
わくわくサロン知手浜 ７/２、16(木)   知手浜区民館 なごみ会 ７/11(土)     高浜公民館

お休みのサロン…ふれあいサロンめだか、わくわくサロン松原、わくわくサロン知手団地、ほっとサロン、

わくわくサロンはさき、平泉わくわくサロン、わくわくサロンあけぼの、友愛サロン、

お茶の間サロン笑い処、わくわくサロン大潮、わくわくサロンすこやか

※開催を予定しているサロンも今後の状況により予定を変更することがあります。

☆寄付金預託☆ 合計51,733円 たくさんの心あたたまる善意をありがとうございました

☆物品預託☆

三国屋建設㈱ 匿名2件

38,674円

横瀬小学校

匿名1件

福田多記子

岸順子

大根久枝

住宅型有料老人ホームかわ野

神栖法律事務所弁護士安重洋介

住宅型有料老人ホームかわ野

㈲フレンドリー

神栖大野原郵便局住宅型有料老人ホームかわ野

2,015円匿名

福田多記子

寺島たけ子(手作りマスク30枚)

11,044円匿名

三国屋建設㈱

㈱ウィズソル鹿島営業所

三菱ケミカル㈱茨城営業所

ダイヤリックス㈱鹿島支社

横瀬小学校

鹿島食品㈱

福田多記子㈱ウィズソル鹿島営業所

神栖市シニアクラブ連合会

DICEP㈱鹿島工場

DIC㈱鹿島工場

太田新町区

鹿島食品㈱

大根久枝(リハビリパンツ8袋､
27袋､洗濯洗剤29箱)
匿名5件(肌着22着､ 25枚､

20箱､食品20.4㎏､タオル80枚)

神栖市社会福祉協議会は、社会福祉分野で活動する市内のボランティア団体(神栖市社協ボランティア

センターへ登録し、活動1年以上)や市内の小･中･高等学校、当事者グループ等を対象に活動費や資材購

入費の一部を助成しています。令和2年度の助成内容は次の通りです。

神栖市社協以外の機関から活動費等の助成を受けている団体は対象となりません。

【受付期間】令和2年

【助成対象】・ボランティアグループ活動費（限度額50,000円。過去の助成決定5回未満の団体）

・ボランティア協力校助成事業（限度額50,000円）

・地区別サロン活動費（限度額20,000円。過去の助成決定3回未満の団体）

・当事者グループ活動費（限度額20,000円。過去の助成決定3回未満の団体）

・生活支援活動費　（限度額20,000円。過去の助成決定3回未満の団体）

例：こども食堂（※）活動（※地域住民が家庭における「共食」が難しい子供へ無料または

安価で栄養のある食事や温かな団らんを提供する場）

・ボランティア活動資機材の整備（限度額50,000円。対象経費の2/3以内）

【申込方法】申請書類に必要事項をご記入の上、添付書類と合わせ最寄りの社協窓口へご提出ください。

申請書類は社協窓口でお渡ししています。本会ホームページからもダウンロードできます。

【問合せ先】神栖本所0299-93-0294(担当：大久保･名雪) 波崎支所0479-48-0294(担当：篠塚）


